
・未開封のもの

・賞味期限が1か月以上残っているもの

・常温保存が可能なもの

・破損して中身が出ていないもの

福岡県 環境部 循環型社会推進課 事業化推進係
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園７番７号
（電話） ０９２－６４３－３３８１

お問合せ先
福岡県

福岡県庁１階ロビー
※県庁以外の県内のフードドライブ開催情報は県ホームページで確認できます

・開封されているもの

・賞味期限が1か月を切っているもの

・野菜、果物、肉、魚介類などの生鮮食品

・冷蔵・冷凍食品

・アルコール（みりん、料理酒などの調味料は除く） など

集まった食品は、（一社）福岡県フードバンク協議会へ提供し、県内の

各フードバンク団体を通じて、子ども食堂や福祉施設等へ寄付されます。

フードドライブとは、スーパーや公共施設等に食品回収ボックスを設置し、利用者や

従業員の方々がご家庭で余った食品を持ち寄って、その食品を子ども食堂や福祉

施設等に寄付する活動です。

家庭 フードドライブ
（スーパー、公共施設、企業等）

子ども食堂
福祉施設 等

９時～１７時１５分 ※最終日は１４時まで

令和５年 月 日（月）～ 月 日（木）

（食品の例）
・お米
・飲料

・缶詰、レトルト食品、インスタント食品
・のり、ふりかけ

・お菓子
・調味料 など

（県ホームページ）


